
鎌ケ谷市要保護及び準要保護児童生徒就学援助事務取扱要綱 

制定 平成２４年２月３日教育委員会告示第１号 

改正 平成２５年３月４日教育委員会告示第１号 

平成２６年１月２８日教育委員会告示第１号 

平成２６年５月７日教育委員会告示第５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）

第１９条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の

保護者に対し、必要な援助（以下「就学援助」という。）を行うことに関し必要な

事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 就学援助の対象者は、市内に住所を有し、法第１８条に規定する学齢児童又

は学齢生徒の同法第１６条に規定する保護者（学校教育法施行令（昭和２８年政令

第３４０号）に基づく区域外就学の承諾を受けた者を含む。）で次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者

（以下「要保護者」という。） 

（２） 前年度又は当該年度において、次に掲げるいずれかの状態にあり、次条の認

定基準に該当し、要保護者に準ずる程度に困窮している者（以下「準要保護者」と

いう。） 

ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者 

（ア） 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

（イ） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の６２の規定に基づく

個人の事業税の減免、同法第２９５条第１項の規定に基づく市民税の非課税又

は同法第３２３条の規定に基づく市民税の減免又は同法第３６７条の規定に基

づく固定資産税の減免 

（ウ） 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条の規定

に基づく国民年金の保険料の免除 

（エ） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条の規定に基づく

保険料の減免又は徴収の猶予 

（オ） 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条の規定に基づく児

童扶養手当の支給 

（カ） 生活福祉資金貸付制度による貸付け 

イ ア以外の者で次のいずれかに該当する者 

（ア） 職業が不安定で、生活が困難と認められる者 

（イ） 経済的理由で児童又は生徒の学校での欠席日数が多い者 

（認定基準） 

第３条 前条の準要保護者は、世帯の総収入額が平成２５年４月１日において国が定

める鎌ケ谷市の生活保護基準額のうち別表第１に掲げる額を合算したもの（以下

「生活保護基準」という。）の１．３倍未満の者を準要保護第Ⅰ段階認定者とし、

生活保護基準の１．３倍以上１．５倍未満の者を準要保護第Ⅱ段階認定者とする。 



（就学援助費） 

第４条 就学援助の支給額（以下「就学援助費」という。）の範囲は、次の各号の区

分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１） 学用品費 児童又は生徒が各教科及び特別活動の学習に通常必要とする学用

品の購入に要する費用 

（２） 通学用品費 小学校又は中学校の第２学年以上に在学する児童又は生徒が通

常必要とする通学用品（通学靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等をいう。）の購入に

要する費用 

（３） 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とす

る学用品、通学用品（ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上

履き、帽子等をいう。）の購入に要する費用 

（４） 体育実技用具費 中学校の第１学年に在学する生徒が体育の柔道又は剣道の

授業の実施に必要な体育実技用具のうちいずれかの用具の購入に要する費用 

（５） 校外活動費（宿泊を伴わないもの） 児童又は生徒が学校行事として宿泊を

伴わない校外活動に参加するために必要な費用 

（６） 校外活動費（宿泊を伴うもの） 児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う

校外活動に参加するために必要な費用 

（７） 修学旅行費 児童又は生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ 1 回参加

する修学旅行に要する費用のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学

料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添

乗員経費、しおり代、荷物搬送料、通信費、旅行取扱料金等の費用 

（８） 学校給食費 児童又は生徒の学校給食費 

（９） 医療費 児童又は生徒が、学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第１７４

号）第８条に規定する疾病にかかっていることが判明し、学校において治療の指示

を受けた者に対してその疾病の治療のための医療に要した保護者が負担する費用 

（支給額） 

第５条 前条に掲げる就学援助費は、別表第２に定める額とし、予算の範囲内で支給

することができるものとする。 

（申請手続） 

第６条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、申請理由、

児童生徒の家庭状況その他必要事項を記載した就学援助費受給申請書（別記第１号

様式。以下「申請書」という。）に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による申請書の提出は、児童又は生徒の在学する学校の校長（以下

「校長」という。）を経由して行うものとする。 

３ 校長は、前項の規定により提出された申請書に不備がないと認めたときは、就学

援助受給申請者名簿（別記第２号様式。以下「申請者名簿」という。）を添えて教

育委員会に提出しなければならない。 

（認定） 



第７条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書

を審査したうえ、就学援助の認定の可否を決定し、校長に要保護及び準要保護児童

生徒就学援助費決定通知書（別記第３号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の決定をしたときは、申請者に就学援助費受給決定通知書（別記第４号様

式）により通知するものとする。 

（期間） 

第８条 就学援助を受けることができる期間は、前条により教育委員会が通知した認

定日から当該年度の３月末日までとする。ただし、教育委員会が特別の理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

（支給方法） 

第９条 就学援助費の支給は、第７条の規定により認定された者（以下「受給者」と

いう。）から申請書により委任を受けた校長に対して行うものとする。 

（認定の取消し等） 

第１０条 対象児童又は生徒が年度の中途において、転学、死亡又は第２条に該当し

なくなったときは、受給者又は校長は、速やかに教育委員会へ報告しなければなら

ない。 

２ 教育委員会は、前項の報告を受けたとき又は虚偽の申請により就学援助を受けた

ときは第７条第１項の認定を取り消すことができる。 

（返還） 

第１１条 教育委員会は、前条第２項の規定により、認定を取り消したときは、就学

援助費の一部又は全部を返還させることができる。 

（委任） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月４日教育委員会告示第１号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月２８日教育委員会告示第１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年５月７日教育委員会告示第５号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２６年４月 1 日から適用する。 

 

別表第１（第３条関係） 

基準生活費表第１類に定められた金額 

基準生活費表第２類より得られた金額 

冬期加算表より得られた金額 

住宅扶助表より得られた金額 

教育扶助表より得られた金額 

母子等加算表より得られた金額 



 

別表第２（第５条関係） 

支給対象となる費目 
支給額（年額）    

支給対象者 小学校 中学校 

学用品費 11,420 円 22,320 円 準要保護第Ⅰ段階認定者 

通学用品費 2,320 円 2,320 円 準要保護第Ⅰ段階認定者 

新入学児童生徒学用品費等 20,470 円 23,550 円 準要保護第Ⅰ段階認定者 

体育実技用具費 
 

柔道  

  7,510 円 

剣道 

  51,940 円   

 

 

準要保護第Ⅰ段階認定者 

 

校外活動費（宿泊を伴わな

いもの） 
原則実費 原則実費 

準要保護第Ⅰ段階認定者 

準要保護第Ⅱ段階認定者 

校外活動費（宿泊を伴うも

の） 
原則実費 原則実費 

準要保護第Ⅰ段階認定者 

準要保護第Ⅱ段階認定者 

修学旅行費 原則実費 原則実費 

要保護者        

準要保護第Ⅰ段階認定者 

準要保護第Ⅱ段階認定者 

学校給食費 原則実費 原則実費 
準要保護第Ⅰ段階認定者 

準要保護第Ⅱ段階認定者 

医療費 
治療に要した費用（保護者負

担額） 

要保護者        

準要保護第Ⅰ段階認定者 

備考 

１ 通学用品費、新入学児童生徒学用品費等は、４月１日から４月末日の間に認

定した場合に支給する。なお、新入学児童生徒学用品費等の支給対象者には、

通学用品費を支給しない。 

２ 教育委員会が月の途中で準要保護者として認定したときは、学用品費は、認

定した月以降分を原則月割り支給する。 

３ 体育実技用具の購入経費が支給額を下回った場合は、当該購入に要した費用

を支給額とする。 



別　記
第１号様式（第６条関係）

鎌ケ谷市

児童扶養手当・その他（　　　　　　　　） 遺族年金・障害者年金・その他（　　　　　　）

【年額・月額】　　　 円 【年額・月額】　　　 円

申請理由（できるだけ詳しく書いてください。）

（　　　　　　　）が不備 　（　　　　　　　　）

ひとり親家庭
(父子・母子）

居住状況

手当・援助等

　　（１）　持家又は同居　　　　　　 　（２）　借間　・借家　（家賃月額　　　　　　　　　　　　　　円）

　　（１）　死別　（　　　年　　　月）　　（２）　離別　（　　　年　　　月）　

年金等

　前年度就学援助を　【　受けている　・　受けていない　】　世帯人員の合計　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就学援助費受給申請書就学援助費受給申請書就学援助費受給申請書就学援助費受給申請書

　　　　　　　　　市立　　　　　　　　　　　　　　　学校　（一つの学校につき申請書は１枚必要です。）

　　　年　　　月　　　日

児
童
生
徒
と
生
計
を

同
じ
に
す
る
方
全
員

氏名(フリガナ） 保護者との続柄 生年月日 年齢

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

児
童
・
生
徒

勤務先又は在学校名(学年）

年 組

担任印

　　　年　　　月　　　日

年

　　　年　　　月　　　日
年 組

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　

住
所

電
話

氏名(フリガナ）

組

学年・組

学

校

名

生年月日

　　　　鎌ケ谷市教育委員会　宛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

 　下記児童生徒について、就学援助費の支給を受けたいので申請します。
　 なお、教育委員会が就学援助受給認定を行うにあたり、住民基本台帳、課税台帳、児童扶養手当の受給
状況等について、鎌ケ谷市教育委員会が調査することに同意します。
　 また、認定された場合は、児童生徒が在学する学校長を代理人と定め、就学援助費の請求・受領・管理に　
かかる一切の権限を委任します。

取取取取りりりり下下下下げげげげ

　就学援助以外の福祉制度の案内やその手続きを行うために、民生委員児童委員に通知することについて

保護者との続柄

　　　年　　　月　　　日

年齢

【　同意します　・　同意しません　】。（どちらかを○で囲んでください。）

※申請に偽りがあった場合は、認定を取り消し、支給された就学援助費を返還していただきます。

　　月　　日

市
教
委
決
定
欄

円

円

申請世帯の総収入額(年額・月額）

認定基準額（年額・月額）
認認認認　　　　定定定定　（　　　（　　　（　　　（　　月月月月　　　　　　　　日付日付日付日付））））

不認定不認定不認定不認定　（　　　（　　　（　　　（　　月月月月　　　　　　　　日付日付日付日付））））

①収入基準超過　　②書類不備　　　　　　③その他

 



第２号様式（第６条関係）

鎌ケ谷市教育委員会　様

新・継 要・準
民生委員氏名

番
　
号

種　　　別

学　年 児童生徒氏名 保護者氏名 住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　学校

校長　　　　　　　　　　　　印

　就学援助費受給申請者名簿

　　　　　　年度　就学援助費受給申請者について、関係書類を添えて下記名簿のとおり

　提出いたします。

記

 



 

第３号様式 
    

     
          第      号 

  年  月  日 

     
               学校長 様 

     
                            鎌ケ谷市教育委員会 

     
要保護及び準要保護児童生徒就学援助決定通知書 

     
 下記のとおり決定しましたので通知します。 

     
記 

     
児童生徒氏名 学 年 保護者氏名 決  定  備   考 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

第４号様式 
    

          第      号 

  年  月  日 

     
                様 

     
                             鎌ケ谷市教育委員会 

     
就学援助費受給決定通知書 

     
 下記のとおり決定しましたので通知します。 

     
記 

     
１．該当児童生徒 

    

児童生徒氏名 学校名 学年 決  定 備 考 

          

          

          

          

          

     
２．援助内容 

    

     
     
３．援助方法 

    

     
     
４．その他 

    
 

 


